
令和３年度重層的支援体制構築推進人材養成研修

氷見市における
地域共生社会の実現に向けた取り組み

～重層的支援体制整備事業の展開～

社会福祉法人 氷見市社会福祉協議会

森 脇 俊 二



・人口：45,582人 ・世帯数：17,536世帯

・高齢者人口：17,687人（38.8％）

・年少人口 4,082人（9％）

・生活保護世帯数：167世帯・被保護人員195人（4.23‰）

・自治会：226地区 ・地区社協：21地区

・地区民協：21地区（民生児童委員12４名・主任児童委員2４名）

・小学校：９校・中学校：４校・義務教育学校：１校・保育所：６園（公立３園、私立3園）

・認定こども園７園 ＊令和３年４月１日現在

●地域概況
氷見市は富山県の北西部、能登半島の付け根部分に位置し、

東側は富山湾に面し、海越しに雄大な立山連峰が一望できる

という豊かな景観が自慢のまち。

「ひみ寒ぶり」をはじめとし、ハトムギ・氷見うどん・は

さがけ米・白ねぎ・稲積梅・氷見牛など海の幸、里山の幸を

活用したまちづくりを展開している。

ひみの寒ぶり

富山湾に浮かぶ唐島越し見える立山連峰



氷見市の重層的支援体制整備事業の取り組み①

～相談支援～
〇中核となる「ふくし相談サポートセンター」（スライド８）

→多機関協働事業（多機関協働マネジャーの配置）、生活困窮者自立支援

事業、基幹相談支援事業（いずれも市社協が受託）

〇ｱｳﾄﾘｰﾁ機能強化のための「アウトリーチ支援員（CSW）」（スライド24，25）

→アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

〇庁内連携を強化する「セーフティネット定例会議」（月１回）の開催

→多機関協働事業（重層的支援会議に位置付け、支援会議は生活困窮の

支援調整会議を活用）（スライド10）

〇身近な地域で相談できる「なんでも相談窓口」の整備(スライド35～38）

→アウトリーチ等を通じた継続的支援事業



氷見市の取り組み②
～相談支援～

〇早期発見、地域による支援の強化のための「地域福祉活動サポー

ター」の育成（スライド39、40）

→安心生活創造事業

〇地域、行政、専門機関の相談支援の流れの構築

→アウトリーチ等を通じた相談支援事業、生活支援コーディネーター設置事
業

〇制度の狭間の解消と異分野との連携による新たな社会資源（しく

み）の開発のための「セーフティネット構築会議」の開催（スライド26）

→多機関協働事業



氷見市の取り組み③

～参加支援～（スライド27,28）

〇生活困窮者支援の就労支援ノウハウ
→生活困窮者自立支援事業等

〇学習・生活支援事業を活用した居場所づくり
→生活困窮学習支援事業

〇地域におけるサロン等の居場所づくり
→安心生活創造事業、生活支援コーディネーター設置事業

〇就労体験前の多様な「ボランティア活動体験プログラム」の構築
→参加支援事業、ボランティアセンター事業

〇民間企業の協力を得た「就労体験」プログラムの構築
→参加支援事業



氷見市の取り組み④
～地域づくり～
〇多様な個別支援ツール（ケアネット活動、いのちのバトン、福祉防災

マップ等）の活用と連動（スライド29～32）

→安心生活創造事業

〇多様な協議する場（地域ケア会議、個別支援ツールの更新）の構築

→生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業、ｱｳﾄﾘｰﾁ等の継続的支援事業

〇生活支援サービスの開発と日常型の拠点の整備や対象を限定しな

いサロンの整備（スライド33，34）

→安心生活創造事業、生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業、参加支援
事業



氷見市の取り組み⑤
～事業開始にあたって～（スライド12、13）

〇事業の勉強会の開催と関係者へのヒアリング

〇関係者への事業周知

→セーフティネット構築会議、地域福祉審議会、地区社協連絡会議、

セーフティネット地域会議（民生委員）

〇重層的支援体制整備事業実施計画策定（スライド18、19）

→モデル事業導入前に、氷見市が目指す「包括的支援体制」を明確

化（氷見市セーフティネット構想：平成２８年３月）後、毎年進捗をセー

フティネット構築会議、地域福祉審議会で報告。平成２９年３月に策定

した第３次地域福祉計画後期計画の重点施策へ位置づけた。



行政と市社協が官民協働で実施するふくしの総合相談
支援窓口で、市社協部門は、各種事業を市から受託し、
「同一世帯内で複数の生活課題を抱えている」、「支援
や地域の関わりを拒否する」、「近隣との付き合いもな
く孤立している」世帯等の相談支援を実施。
相談できない人や支援を拒否する人に対して、訪問し

て「困りごと」を聞き、必要な支援へつなぐコミュニ
ティソーシャルワーカーを配置。

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 H３０年度 H３１年度 R２年度

新規相談件数 １８０ １５６ １８０ ２２９ ２０４ １６７ ３４３
延支援回数 3,479 5,894 6,242 6,456 8,432 7,324 8,186

地域を経由した相談 １９（１１%） １４（９%） ２９（１６%） ５２（１８%） ３０（１５%） ２８（１７%） ３３（１０%）

ふくし相談サポートセンター



◆人員配置（１１名） ＊重層的支援体制整備事業関連

①多機関協働事業（２名）R3～

◆事務局次長、主幹

②生活困窮者自立支援事業（４名）H25～

◆相談支援員（正規）２名（社会福祉士、介護支援専門員・相談支援専門員）

◆アウトリーチ支援員（正規）1名（社会福祉士） ◆就労支援員（常勤）1名

③家計改善支援事業（１名）H27～

◆家計支援員（常勤） ＊学習・生活支援事業…こども支援課

④基幹相談支援事業（３名）H26～

◆相談支援専門員：２名（正規）、相談員1名（準職員）（精神保健福祉士、社会福祉士）

⑤アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（１名）R3～

◆アウトリーチ支援員（正規）1名

＊参加支援事業、生活支援コーディネーター設置事業、安心生活創造事業…地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進課
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教育・保健・福祉・市民相談部局と市社協（ふくし相談サ
ポートセンター部門・地域福祉部門）で、毎月１回各部署の
施策や相談支援の実態、事業紹介等の情報共有を行うと共
に、テーマに応じて専門職（弁護士）や庁内関連部署を交え、
事例検討を実施しています。
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事業導入の流れ①

令和２年３月…法改正情報に基づく、主管課及び市社協担当者の勉強会

７月…法改正情報を「地域セーフティネット構築会議」内で共有

８月…日本福祉大学主催「重層的支援体制整備事業」研修会にて、厚
生労働省社会援護局地域福

祉課地域福祉専門官より講義

９月…セーフティネット定例会議で庁内各課へ周知

９月～１０月…新事業関連各課（各担当）へヒアリング

１１月…新年度開始に向けて各事業計画、予算を市主管課へ提出

１２月…厚生労働省主催、重層的支援体制整備事業担当者研修へ主管
課と参加

１２月～１月…主管課と新事業体制の打ち合わせ（４回程度）



事業導入の流れ②

令和３年２月～３月…セーフティネット定例会議にて、「重層的支援体制整備

事業」の体制について、協議（主に、支援会議及び重層

的支援会議の在り方について検討）

３月…地区社協連絡会議、セーフティネット構築会議、地域福祉審議会で事

業紹介

４月…重層的支援体制整備事業開始

（モデル時のＣＳＷ２名→多機関協働マネジャー２名、アウトリーチ
支援員２名体制へ、地域関連事業

を地域福祉・ボランティア推進課へ移管）

４月２０日…第１回重層的支援会議実施

４月～ …セーフティネット地域会議で周知（主に、民生委員や地区社協）



強み
◆住民主体の地域組織（地区社協：21地区）の存在

◆本人・世帯を支える地域福祉活動の存在（ケアネット活動）

◆専門職の配置と相談窓口機能の構築と並行した人材育成（ｻﾎﾟｰﾀｰ）

の連動（専門部門強化と地域の把握及び支援機能強化の連動）

◆中核的な「ふくし相談サポートセンター」の存在

◆行政と市社協の仲（定期的な協議の場）

◆地域・専門機関・行政で足りない資源を検討する場がある

◆地域福祉計画策定と進行管理の定着化

◆地域共生社会を実現するための包括的支援体制の全体像がある



課題
◆横串の限界（行政内部の調整）

→財源、重複する会議内容の整理、分野別計画の統合等

◆相談支援体制の強化と地域づくりのバランス

→バランスよく展開しなければ、地域共生社会は目指せない

◆地域づくりの戦略（住民主体の組織の将来）

→過疎化する地域の今後の在り方（組織再編も視野に）

◆生活を支えるために必要な関係機関との連携の充実

→住まい、就労等の庁内及び企業との連携

◆包括的支援体制の定着化（協議の場《しくみ》の定着）

→協議の場（圏域毎、新たな支援の検討）支援時の連携



参 考

重層的支援体制整備事業導入前の取り組み



氷見市が目指す地域共生社会とは
第３次氷見市地域福祉計画（H23～R３）において

基本目標

「誰もが住み慣れた地域社会において、いき
いきと暮らし続ける」

目指す福祉社会像

「ささえあい ふれあい 絆が深まる福祉社会」



氷見市が目指すセーフティネット構想（氷見市が目指す包括的支援体制）
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協働の中核を担う機能構築から重層的支援体制整備事業導入までの経過

◆多機関の協働による包括的支援体制構築事業（Ｈ28年度）
→ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの配置、専門機関研修の実施

◆第３次地域福祉計画の重点施策へ（Ｈ２３年度策定）
→「福祉総合相談・支援システムの構築」を掲げた

◆「ふくし相談サポートセンター」の開設（Ｈ26年度）
→新庁舎開設に合わせて、官民協働の相談支援体制を構築

地域セーフティネット構想（包括的支援体制）の構築（Ｈ28年度）
→第３次後期計画の重点施策へ位置づけ

◆プロジェクトチームを立ち上げ、協議（Ｈ24・25年度策定）
→地域リーダー、専門機関、行政が先進地視察等を経て、相談支援窓口の設置を検討

◆地域力強化推進事業（Ｈ29年度）
→ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ定例会議・構築会議、地域なんでも相談機能、地域福祉活動ｻﾎﾟｰ
ﾀｰの育成

◆重層的支援体制整備事業（R3年度）
→ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ定例会議・構築会議、地域なんでも相談機能、地域福
祉活動ｻﾎﾟｰﾀｰの育成



包括的支援体制を構築するための具体的な取り組み

①他人事を「我が事」に変えていくような働きかけをす
る機能
•ケアネット活動の推進（地区社協）

•「災害」をキーワードにした福祉防災マップ及び災害時避

難行動要援護者リスト（個別支援計画）の作成（自治会、

地区社協）

•ケアネット活動、いのちのバトン、福祉防災マップの連

動及び更新（地区社協）

•地域生活課題に対する買い物や外出等の生活支援サービ

スの開発や対象を限定しない居場所づくり（地区社協、企

業）



②「丸ごと」受け止める場づくり
•相談機能の充実のための相談支援のルール検討及び「なん
でも相談窓口」の設置（地区社協）

•「地域福祉活動サポーター」の育成（市社協）及び地区内
役割の検討（地区社協）

•「なんでも相談窓口」への支援（市社協）

•相談内容について検討する「セーフティネット地域会議」
の開催（地区社協、市社協、市包括）



③協働の中核を担う機能
•協働の中核を担う機能として、「ふくし相談サポートセ
ンター」を地域福祉計画内で位置付けた

•複合的な課題を抱える世帯への支援マネジメントと社会
的孤立へのアプローチとしてのアウトリーチ機能を持た
せたコミュニティーソーシャルワーカーの配置（市社
協）

•庁内連携の強化のための「セーフティネット定例会議」
の開催（市、市社協）

•支援の充実のための「セーフティネット構築会議」の開
催（市、市社協）

•行政、専門機関の資質向上と地域との連携強化のための
事例検討（市、市社協）



コミュニティソーシャルワーカー
の動き

地域から
連絡

お困りごとを
うかがいます

最近ゴミが増
えて片付けが
できなくて…

ご本人さんの様子
をうかがいます 情報共有

協議

ご本人さんのできることを
いかしながら、公的的な制
度やサービス、地域のサ
ポートによる支援体制を
いっしょにつくります

相談受付

ご都合をうかがい、
実際の状況確認をさ
せていただきます

家庭訪問

支援する方法を検
討し、それぞれの
役割を確認します

ご本人と地域・専門職・行政の
調整役となります

生活保護の申請

福祉サービスの申請、
利用を支援

連絡・調整



Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ H３０ R1 R2
件数
（割合）

件数
（割合）

件数
（割合）

件数
（割合）

件数
（割合）

件数
（割合）

当事者
９

（6％）

９
（5％）

２５
（11％）

３３
（16％）

１５
（9％）

１３５
（39％）

家族
６

（4％）
１９

（11％）
３０

（13％）
２８

（14％）
２３

（14％）

３３
（10％）

知人
１

（1％）

１
（1％）

４
（2％）

４
（2％）

０
５

（1％）

地域 １４
（9％）

２９
（16％）

５２
（18％）

３０
（15％）

２８
（17％）

３３
（10％）

専門
機関

４６
（29％）

５３
（29％）

５７
（23％）

５１
（25％）

４８
（29％）

７６
（22％）

行政 ８０
（51％）

６９
（38％）

６１
（27％）

５８
（28％）

５３
（32％）

６１
（18％）

年度
合計 156 180 229 204 167 343

ＣＳＷ年度別、経路別 新規相談件数

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R2

件数（割合） 件数（割合） 件数（割合） 件数（割合） 件数（割合）

当事者 ４（6％） １１（12％） ７（9％） ４（8％） １５（21％）

家族 ９（13％） ５（6％） １０（14％） ４（8％） ４（5％）

知人 ０（－） ２（2％） １（12％） ０（0％） １（1％）

地域
２４

（34％）
３８

（43％）
２６

（32％）
２５

（50％）
２４

（33％）
専門機関 １６（23％） １９（21％） １４（17％） ７（14％） １３（18％）

行政 １７（24％） １４（16％） ２４（29％） １０（20％） １６（22％）

年度合計 ７０ ８９ ８２ ５０ ７３

主な内容 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ H３０ R１ R2

ｹｰｽ数 75 117 146 114 108 187

相談率 48％ 65％ 64％ 56％ 65％ 55％

前年比 82％ 156％ 124％ 78％ 95％ 173％

新規相談件数相談経路別件数

同一世帯内で複数の人が地域生活課題を抱
えるｹｰｽ件数



セーフティネット地域会議

セーフティネットブロック会議

セーフティネットコア会議

セーフティネット構築会議

日常的な見守り・把
握機能（２２６自治会）

地 域 相 談 窓
口・小地域福
祉活動推進機
能（２１地区）

官民連携・地
域人材育成機
能 （ ４ ブ ロ ッ
ク）

しくみ・サー
ビス開発、総
合的・専門的
支援機能（１
市）

事例検討を通じて、地域内での対応策
を検討。地区内で効果的な支援方法が
見つからない場合や成功事例の紹介は、
ﾌﾞﾛｯｸ会議へ提示

事例検討を通じて、地
域と専門職での役割分
担を確認。効果的な支
援方法が見つからない
場合は、ｺｱ会議（活性
化会議）へ提示

地域・ﾌﾞﾛｯｸ会議で出された
課題について、課題解決策を
検討し、構築会議で検討する
事項を協議する。
市庁内連携の強化に対する取

り組みを検討する。

ささえあい
ふれあい
絆の深まる
福祉社会

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築に関することを協議し、具体的な
取り組み等の方向性を検討する。

ｾｰﾌﾃｨ
ﾈｯﾄケ
ア会議

地域ｾｰ
ﾌﾃｨﾈｯﾄ
定例会
議

庁内連携

検討したしくみ・
ｻｰﾋﾞｽ・活動の実践

氷見市地域セーフティネット構想における各種会議全体像



民間企業の協力を得て
就労体験を実施（農業や製造業）



「支えられる側」から
「支える側」へ



地域福祉の推進体制

昭和６０年～平成２年にかけて、

旧小学校区毎に、民生委員児童

委員がリーダーシップを発揮して、

２１地区の地区社協が組織化され

た。

地区社協の役員メンバーには、

自治会、民生委員、老人会、婦人

会、青年団、地区ボランティア、教

育・保育機関の代表者がいます。 ■…高齢化率３０％～
■… 〃 ４０％～
■… 〃 ５０％～



ふれあい型の活動に参加できない方や周りから見て、「ちょっと気になる」とい
う方を対象に、声掛けや身の回りのちょっとしたサポートを地域住民がチーム
で支援する「ケアネット活動」を行っています。（平成15年度～）その他、地区
によっては、防犯組織と連携したり、自治会独自で見回りを行い、孤立を防い
でいます。
（令和元年度実績：871ﾁｰﾑ 1,940名の協力者）

地域の個別支援活動（ケアネット活動）



支援が必要
な人の発見

支援内容の確認とチ
ームメンバーの選定

当事者とチームメ
ンバー顔合わせ

活動
スタート

ケアネット活動の流れ

チーム
数

協力者数
高齢者

身体 知的 精神
１人
親

その
他独居 高齢者のみ 同居

令和元年度 861 1,925 592 140 112 36 8 5 3 12

令和２年度 834 2,029 598 148 100 35 8 6 2 16

見守り・
声掛け

話し
相手

ごみ
出し

買い物
代行

草
むしり

除雪
外出
付添い

薬の
受取

その他

令和元年度 34,090 8,073 2,578 650 988 0 2,039 78 567
令和2年度 33,328 9,434 1,590 838 91 0 858 0 372

ケアネット活動の状況（上半期実績）

活動内容実績（上半期実績）



〇〇地区福祉・防災マップ 支援者リスト

ＮＯ
対象者
氏名

住所
連絡
先

支援内容

地区名
簿

記載有
無

本人ま
たは家
族の同
意

支援協力者

氏名
協力
同意

氏名
協力
同意

1
氷見 ブ
リ子

〇〇
440

〇△-
□

■声がけ ■歩行補
助
■避難所への誘導
□その他
【 】

有
有
無

〇〇 〇〇 有 △△ △△ 有

2
碁石
太郎

■■
434

■■

■声がけ ■歩行補
助
■避難所への誘導
□その他
【 】

有
有
無

□□ □□ 有 ■■ ■■ 有

現在、災害をキーワードに、福祉防災マップ（個別支援計画含む）の作成を自治
会（地区社協よりも細かな単位）単位で、勧めています。これに、従来から取り組んで

いる緊急時・災害時に役立つ「いのちのバトン」（個人情報の共有同意書付き：
4,193件）を連動させることで、関係者間での個人情報を共有しやすい環境を整備し
ています。

これを、平常時の支える体制であるケアネット活動につなげることで、平常時から災
害時を意識した取り組みを実現し、災害時の地域力を高めつつ、平常時（福祉）の地
域力を高めています。（他人事を我が事に変える具体的な取り組み）（社会的孤立に
なっていないかのチェックも）



自治会単位に全世代が自由に集えるサロン
【十二町地区】



ﾊﾟｿｺﾝ教室や囲碁
など、皆が自由に
活用！

男性が集う日常型の拠点【稲積地区】

before after

完全手づくりで大改造！



身近な地域で相談できる環境の整備として、「なんでも相談窓口」を地域の集
会所や空き店舗等で開設しています。（「丸ごと受け止める場」）
これは、気軽に相談できる環境づくりを目的としているだけでなく、気になる
当事者を発見した住民が情報を寄せる場にすることで、早期に発見し、適格な
支援へとつなげること、そして、困りごとを受け止め、地域でできることを考え、
実行することで、解決力を上げ、地域力を高めることにもつながります。



ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ地域会議（年２～３回程度）の開催
地区社協単位で実施し、地区社協リーダーや民生委員、自治会長、警察や福祉
専門職が集い、ケアネット活動等で体制を組んでいる事例やなんでも相談窓口に
寄せられた相談について、皆で検討しています。
その中で、制度の勉強や地域できることの検討や専門職の役割について、学びま
す。挙げられた事例について、既存のしくみや制度・サービスが不十分なために、
解決策が見出せない場合は、市で開催している「セーフティネット構築会議」に挙げ
られ、市全体で検討しています。

地域による相談支援体制を強化する取り組み



専門的な支援が必要な場合やどこへ
つなげばよいか迷う相談は、ふくし相談
サポートセンター（市庁舎内）へつなぎま
す。そこで、相談内容（困りごと）を整理し、
公的な支援機関による支援を優先としつ
つ、地域でのケアネット活動やいのちの
バトン設置等を進めていきます。
さらに、コミュニティソーシャルワーカー
が定期的に地域の相談窓口に出向き、
相談のサポート及び地域の相談員（主
に民生委員）や新たに設置した「地域福
祉活動サポーター」から情報収集を行っ
ています。



（相談窓口に寄せられた困りごとから

新たな支援へとつながった事例）
【困りごと】
80歳代男性、妻が入所している施設への支払いのため、月１回自転車で通っていた（約

１０km）が、「体力の低下とバス路線の不便さ、経済的な理由によるタクシー利用が難しい」

【地域による対応策】

「自家用車（地域からの寄贈）による個別外出支援」

→１回２００円（ガソリン代実費相当）

【外出支援開始後の相談から支援へつながった事例】

〇これまで自力で通院していた独居高齢者（軽度の認知症有）が、市民病院の移転のため

「自力での通院が困難になった」

〇高齢により「最寄りのバス停まで歩いていくことが困難になった」



近隣で「気になる人（世帯）」を把握し、
民生委員（地域なんでも相談窓口）やふ
くし相談サポートセンターへつなぐ役割。
その他、地域力を高めるための新たな
人材として、既存の行事や活動の協力
者など地区毎に役割を決めて、活動して
います。
サポーターは、地区社協会長の推薦で、
市社協が主催する講座を受講（４回）し、
市社協が委託します。（任期は２年）
民生委員の候補者や元民生委員など
多彩な顔触れです。

１１０名（令和２年１２月末現在）



地域福祉活動サポーターの活動状況

≪宮田地区社協≫

社協役員、民生委員、ケアネット
委員と共に、ケアネット対象者や
いのちのバトンの対象者等の情報
共有の場に、サポーターも同席。

≪女良社協≫

地域が新たに取り組んだ、「福祉防災
マップづくり」にサポーターも参加。
同じ作業をすることで、自治会、民生
委員。地区社協と連携をとる一歩とな
ります。


